
◎
大
木
町
教
育
委
員
会
委
員
に 

野
口
　
雅
弘
氏  

の
任
命
に
同
意

（
全
員
賛
成
で
同
意
）

◎
大
木
町
税
条
例
及
び
大
木
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
地
方
税
法（
昭
和
25
年
法
律
第
2
2
6
号
）の
一
部
改
正
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律（
平
成
25
年
法
律
第
27
号
）の
施
行
に
伴
い
、所
要
の

規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、こ
の
条
例
を
制
定
す
る

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

◎
大
木
町
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
主
要
地
方
道
久
留
米
柳
川
線
大
溝
駅
交
差
点
改
良
事
業
に
よ
る
公
営
掲
示
場
の
移
設
に
伴
い
、規

定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、こ
の
条
例
を
制
定
す
る

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

◎
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び

特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
行
政
手
続
き
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律（
平
成

25
年
法
律
第
27
号
）の
施
行
に
伴
い
、個
人
番
号
を
利
用
す
る
事
務
並
び
に
利
用
及
び
提
供
す
る
特
定

個
人
情
報
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
、こ
の
条
例
を
制
定
す
る

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

◎
久
留
米
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

　
平
成
28
年
4
月
1
日
か
ら
久
留
米
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
の
事
務
所
の
位
置
を
変
更
す
る
こ
と

に
伴
い
、久
留
米
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
規
約
を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、地
方
自
治
法
第

2
9
0
条
の
規
定
に
よ
り
議
会
の
議
決
を
求
め
る

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

「
環
境
・
共
生
・
協
働
」に
む
け
誠
心
誠
意  

　
　
　
　
　 

境
　
公
雄

　
私
こ
と
、大
木
町
議
会
定
例
会
12
月
議
会
に
お
い
て
ご
同
意
を
い
た

だ
き
、昨
年
12
月
25
日
付
を
も
ち
ま
し
て
副
町
長
を
拝
命
い
た
し
ま

し
た
。私
に
と
っ
て
は
身
に
余
る
光
栄
で
あ
り
ま
す
と
同
時
に
、責
任

の
重
さ
に
身
が
引
き
締
ま
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。石
川
町
長
の
掲
げ

る
政
策
目
標
実
現
と
、町
が
直
面
す
る
諸
課
題
解
決
に
向
け
て
、議
会

の
ご
支
援
を
い
た
だ
き
な
が
ら
精
進
し
て
参
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
大
木
町
に
限
ら
ず
ほ
と
ん
ど
の
地
域
に
お
い
て
、人
口
減
少
社
会
・
少
子
高
齢
化
社
会
を
迎
え
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。ま
た
、地
球
温
暖
化
に
よ
る
集
中
豪
雨
や
猛
暑
・
台
風
被
害
な
ど
の
災
害
や
健
康

被
害
の
頻
発
も
予
想
さ
れ
ま
す
。国
の
支
援
や
財
源
も
限
ら
れ
て
く
る
中
で
、町
民
の
皆
さ
ん
や
議

会
、役
場
が
協
働
し
て
地
域
の
自
立
に
向
け
た
取
組
み
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、こ
れ
ま
で
の
町
職
員
と
し
て
の
経
験
を
活
か
し
、石
川
町
長
の
目
指
す

「
環
境
・
共
生
・
協
働
」の
ま
ち
づ
く
り
や
こ
れ
か
ら
の
諸
課
題
の
解
決
に
む
け
て
誠
心
誠
意
努
力
し

て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
町
民
の
皆
様
に
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
、ご
支
援
・
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、就

任
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

第5回
臨時会

第6回
定例会

11
月
臨
時
会
に
提
案
さ
れ
た
議
案
の
議
決
状
況

11
月
2
日
に
第
5
回
臨
時
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

提
案
さ
れ
た
議
案
と
そ
の
議
決
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

12
月
定
例
会
に
提
案
さ
れ
た
議
案
の
議
決
状
況

12
月
10
日
か
ら
16
日
の
会
期
7
日
間
で
第
6
回
定
例
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

提
案
さ
れ
た
議
案
と
そ
の
議
決
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◎
久
留
米
市
と
の
久
留
米
広
域
定
住
自
立
圏
の
形
成
に
関
す
る
協
定
を

廃
止
す
る
協
定
の
締
結
に
つ
い
て

　
平
成
22
年
3
月
13
日
に
久
留
米
市
と
締
結
し
た
久
留
米
広
域
定
住
自
立
圏
の
形
成
に
関
す
る
協
定

を
廃
止
す
る
協
定
を
締
結
す
る
た
め
、久
留
米
広
域
定
住
自
立
圏
の
形
成
に
係
る
議
会
の
議
決
事
件
を

定
め
る
条
例（
平
成
21
年
大
木
町
条
例
第
10
号
）の
規
定
に
よ
り
、議
会
の
議
決
を
求
め
る

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

◎
久
留
米
市
及
び
大
木
町
と
の
間
に
お
け
る

連
携
中
枢
都
市
圏
に
係
る
連
携
協
約
の
締
結
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）第
2
5
2
条
の
2
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、久
留
米
市
及
び

大
木
町
は
、連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
推
進
要
綱（
平
成
26
年
8
月
25
日
付
、総
行
市
第
2
0
0
号
総
務
省

自
治
行
政
局
長
通
知
）に
基
づ
く
連
携
中
枢
都
市
圏
を
形
成
す
る
連
携
協
約
を
協
議
に
よ
り
次
の
と
お

り
締
結
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、同
条
第
3
項
の
規
定
に
よ
り
、議
会
の
議
決
を
求
め
る（

全
員
賛
成
で
可
決
）

◎
副
町
長
に  

境
　
公
雄
氏  

の
任
命
に
同
意

（
全
員
賛
成
で
同
意
）
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